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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第21期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第20期

会計期間

自　平成20年
　  ４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　  ４月１日
至　平成20年
　  ３月31日

売上高 (千円) 142,7781,181,599

経常損失 (千円) 153,557 418,726

四半期(当期)純損失 (千円) 123,5291,757,569

純資産額 (千円) 15,858 106,911

総資産額 (千円) 1,125,2111,288,165

１株当たり純資産額 (円) 417.20 2,812.64

１株当たり四半期
(当期)純損失

(円) 3,249.8446,238.44

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 1.4 8.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 76,853 29,992

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 159,234△372,477

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △65,700△157,158

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 279,700 109,312

従業員数 (名) 74 83

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については新株引受権の残高がありますが、１株当たり四

半期（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容の重要な変更は以下のとおりです。

(1) 事業内容の重要な変更（事業譲渡）

従来、医療関連支援システム事業に含めておりました医療事業部門については、平成20年６月30日付で

他社に事業譲渡いたしました。

　主な関係会社（連結子会社）

　　モイス研究所株式会社

　

(2) 主要な関係会社の異動

異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 74

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数が当第１四半期連結会計期間において９名減少しておりますが、主として平成20年６月30日付で、医

療関連システム事業を担う連結子会社モイス研究所株式会社の医療事業部門をブロードキャリア株式会社に

事業譲渡したことに伴う移籍、自己都合退職によるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 34

(注) 従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

業務・システム最適化ソリューション事業 56,137

医療関連支援システム事業 111,507

合計 167,644

(注) １　金額は、当期総製造費用であります。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

業務・システム最適化ソリューション事業 255,655 368,365

医療関連支援システム事業 97,134 16,828

合計 352,789 385,193

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

業務・システム最適化ソリューション事業 47,887

医療関連支援システム事業 94,890

合計 142,778

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

イオン株式会社 16,654 11.7

友愛記念病院 15,306 10.7

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成20年６月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるモイス研究所株式会社の医

療事業部門をブロードキャリア株式会社に対し譲渡する決議を行い、同日、「事業譲渡契約」を締結し、当

該事業部門を譲渡いたしました。

　その主な内容は、次のとおりであります。

(1) モイス研究所株式会社は、医療事業部門を譲渡し、事業の対価として152,530千円を受領いたしました。

(2) モイス研究所株式会社の医療事業部門の従業員７名が、移籍いたしました。

(3) モイス研究所株式会社は、ソフトウェア123,219千円を譲渡いたしました。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析は原則として四半期連結財務諸表に基づいておりま

す。

　なお、文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間末現在において当社グループが判断したも

のであります。

（1）経営成績の分析

（売上高）

　当第１四半期連結会計期間における売上高は、142百万円となりました。

　売上高の内訳は、業務・システム最適化ソリューションが47百万円、医療関連支援システムが94百万円

であります。　

　（売上原価・販売費及び一般管理費）

　当第１四半期連結会計期間における売上原価は162百万円であります。

　当第１四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費は、127百万円であります。

　これにより、第１四半期連結会計期間の営業損失は146百万円となりました。

　（営業外損益）

　当第１四半期連結会計期間における営業外費用は７百万円であります。

　営業外費用の主な内訳は、支払利息６百万円であります。　　　

　これにより、当第１四半期連結会計期間の経常損失は153百万円となりました。

　（特別損益）

　当第１四半期連結会計期間における特別利益は31百万円であります。

　特別利益の主な内訳は、事業譲渡益29百万円であります。

　これにより、当第１四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純損失は122百万円となりました。

　（四半期純損失）

　当第１四半期連結会計期間における法人税、住民税及び事業税は１百万円となりました。

　法人税、住民税及び事業税の主な内訳は、住民税均等割の発生によるものです。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における四半期純損失は、123百万円となりました。

 

（2）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、1,125百万円（前連結会計年度末比162百万円減少）となり

ました。

　これは主に、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が170百万円増加したものの、売掛金が243百万円及

びソフトウェアが159百万円減少したことによるものです。　

　（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債の部は、1,109百万円（前連結会計年度末比71百万円減少）となり
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ました。

　これは主に、長短期借入金の純減少額65百万円があったことによるものです。　

　（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、15百万円（前連結会計年度末比91百万円減少）となりま

した。

　これは主に、四半期純損失123百万円の計上に伴う利益剰余金の減少によるものです。

 

（3）キャッシュ・フローの分析

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて

170百万円増加し279百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は76百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失122百万

円となったものの、売上債権が243百万円減少したことによるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は159百万円となりました。これは主に、事業譲渡による収入152百万円が

あったことによるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は65百万円となりました。これは、長短期借入金の純減少額65百万円によ

るものです。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 85,440

計 85,440

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,011 38,011
東京証券取引所
（マザーズ）

─

計 38,011 38,011 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

以下の新株予約権は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成

13年法律第129号。以下、「商法等改正整備法」という。）第19条第１項の規定により新株予約権とみなさ

れる新株引受権であり、商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）により改正される以前の

商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議により発行された新株引受権であります。
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①　平成12年９月８日臨時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)５ 576株

新株予約権の行使時の払込金額(注)４、６、７ １株当たり12,500円

新株予約権の行使期間
平成14年９月10日から
平成21年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　12,500円
資本組入額　　　12,500円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数の調整について

株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数は

切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

２　新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について

時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

３　主な新株引受権の行使条件について

　Ａ　権利行使時に従業員であることを要する。取締役、監査役に関しては本新株引受権の行使期間満了時ま　　でに

取締役、監査役の地位を失った後も権利行使することができる。(ただし、「新株引受権付与契約書」の本新

株引受権の喪失の条件を満たしている場合を除く)

　Ｂ　新株引受権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。

　Ｃ　上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めるとこ

ろによる。

４　平成13年６月26日開催の取締役会決議により、平成13年７月12日付で普通株式１株が普通株式３株へと分割さ

れたことにより、発行価格は80,000円から当時の株式額面金額である50,000円へと調整されております。

５　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から退職等により権利を喪失または権

利行使した数を減じて記載しております。

６  平成16年12月３日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年２月18日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は25,000円に調整されております。

７  平成17年12月５日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月17日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は12,500円に調整されております。
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②　平成13年９月26日臨時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 400株

新株予約権の行使時の払込金額(注)５、６ １株当たり67,500円

新株予約権の行使期間
平成15年10月１日から
平成22年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　67,500円
資本組入額　　　33,750円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数の調整について

株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数は

切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

２　新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について

時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

３　主な新株引受権の行使条件について

　Ａ　権利行使時に従業員であることを要する。取締役、監査役に関しては本新株引受権の行使期間満了時ま　　でに

取締役、監査役の地位を失った後も権利行使することができる。(ただし、「新株引受権付与契約書」の本新

株引受権の喪失の条件を満たしている場合を除く)

　Ｂ　権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により、相続人が権利を行使することがで

きる。

　Ｃ　新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　Ｄ　上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めるとこ

ろによる。

４　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、退職等により権利を喪

失した株数を控除した数であります。

５  平成16年12月３日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年２月18日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は135,000円に調整されております。

６  平成17年12月５日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月17日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は67,500円に調整されております。
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③　平成14年３月29日定時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)４ 48株

新株予約権の行使時の払込金額(注)５、６ １株当たり67,500円

新株予約権の行使期間
平成16年４月１日から
平成23年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　67,500円
資本組入額　　　33,750円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数の調整について

株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数は

切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

２　新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について

時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

３　主な新株引受権の行使条件について

　Ａ　権利行使時に当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

　Ｂ　権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により、相続人が権利を行使することがで

きる。

　Ｃ　新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　Ｄ　上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めるとこ

ろによる。

４　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、退職等により権利を喪

失した株数を控除した数であります。

５  平成16年12月３日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年２月18日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は135,000円に調整されております。

６  平成17年12月５日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月17日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は67,500円に調整されております。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月27日
(注)

─ 38,011 ─ 730,070△1,334,198 ─

(注)  平成20年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金の減少及び剰余金の処分決議に基づき、その他資本剰

余金へ振替、その他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を補填したものであります。

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等) ─ ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式　38,011 38,011 ─

単元未満株式 ─ ― ─

発行済株式総数 38,011 ― ―

総株主の議決権 ― 38,011 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,131株（議決権2,131個）含

まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 ― ─ ─ ─ ─
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 25,00024,70023,880

最低(円) 18,40020,11014,800

(注)　株価は、東京証券取引所市場（マザーズ）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
（コンサルティング本部長)

取締役
(コンサルティング本部長兼

事業開拓室長)
山口　秀二 平成20年７月１日

取締役
（事業開拓室長)

取締役
(コンサルティング本部部長)

渡辺　康隆 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人和宏事務所により四半期レ

ビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 279,700 109,312

売掛金 115,094 358,566

商品 52,016 50,263

仕掛品 40,849 15,629

その他 32,447 13,689

貸倒引当金 △30,338 △30,338

流動資産合計 489,769 517,122

固定資産

有形固定資産 ※
 38,552

※
 40,639

無形固定資産

ソフトウエア 361,892 521,497

その他 1,044 1,068

無形固定資産合計 362,937 522,566

投資その他の資産

投資有価証券 153,344 126,905

その他 80,607 80,931

投資その他の資産合計 233,952 207,837

固定資産合計 635,442 771,042

資産合計 1,125,211 1,288,165

負債の部

流動負債

買掛金 32,542 42,638

短期借入金 503,595 543,595

1年内返済予定の長期借入金 140,188 162,988

1年内償還予定の社債 73,400 73,400

未払法人税等 2,413 6,794

賞与引当金 － 10,724

その他 156,039 134,927

流動負債合計 908,180 975,067

固定負債

社債 76,500 76,500

長期借入金 115,433 118,333

繰延税金負債 － 190

その他 9,240 11,162

固定負債合計 201,173 206,186

負債合計 1,109,353 1,181,253
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 730,070 730,070

資本剰余金 － 1,334,198

利益剰余金 △652,274 △1,862,943

株主資本合計 77,795 201,325

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △61,937 △94,414

評価・換算差額等合計 △61,937 △94,414

純資産合計 15,858 106,911

負債純資産合計 1,125,211 1,288,165
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 142,778

売上原価 162,593

売上総損失（△） △19,815

販売費及び一般管理費 ※
 127,077

営業損失（△） △146,892

営業外収益

受取利息 30

デリバティブ評価益 933

その他 194

営業外収益合計 1,158

営業外費用

支払利息 6,903

その他 920

営業外費用合計 7,823

経常損失（△） △153,557

特別利益

事業譲渡益 29,310

その他 1,973

特別利益合計 31,284

特別損失

投資有価証券売却損 157

会員権売却損 45

特別損失合計 202

税金等調整前四半期純損失（△） △122,474

法人税、住民税及び事業税 1,054

法人税等調整額 －

四半期純損失（△） △123,529
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △122,474

減価償却費 38,496

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,724

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 6,903

事業譲渡損益（△は益） △29,310

投資有価証券売却損益（△は益） △1,816

投資事業組合運用損益（△は益） 398

売上債権の増減額（△は増加） 243,472

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,973

未収入金の増減額（△は増加） △17,623

前払費用の増減額（△は増加） △2,235

仕入債務の増減額（△は減少） △10,095

未払金の増減額（△は減少） △10,648

未払費用の増減額（△は減少） 17,983

未払又は未収消費税等の増減額 6,825

その他 694

小計 82,830

利息及び配当金の受取額 40

利息の支払額 △1,951

法人税等の支払額 △4,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲渡による収入 152,530

差入保証金の差入による支出 △500

保険積立金の積立による支出 △649

投資有価証券の売却による収入 7,264

その他 590

投資活動によるキャッシュ・フロー 159,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △40,000

長期借入金の返済による支出 △25,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170,388

現金及び現金同等物の期首残高 109,312

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 279,700
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当社グループは、前連結会計年度に引き続き、当第１四半期連結会計期間においても146,892千円の営

業損失及び123,529千円の四半期純損失を計上しております。当該状況により継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、グループの再編策として、医療関連支援システム事業に関しま

しては、業務・システム最適化ソリューション事業との間でシナジーが短期的に生まれることは困難で

あると判断し、当該事業を担う連結子会社モイス研究所株式会社の全株式を平成20年８月７日付で譲渡

いたしました。これにより、業務・システム最適化ソリューション事業への経営資源の集中を図ることと

いたしました。

　さらに、業務・システム最適化ソリューション事業に関して、中期事業計画の基本方針を策定し、以下の

対応策をとっております。

　業績不振の状況を解消すべく、収益面については、①営業強化による契約件数を増やすこと、②業務の標

準化による個別プロジェクトのコスト低減など、経営基盤の強化を図りました。その結果、受注は順調に

推移しております。③ISO27001など入札の資格要件に要求されることが多い資格を取得すること、④内部

統制に関するセミナー開催など民間向けのマーケティングを積極的に行い、民間へのサービスの提供範

囲の拡大を目指してまいります。

　また、コスト面においては、役員報酬の削減、名古屋事務所の閉鎖を含めた経費削減活動の継続による固

定費の削減等、より一層の企業のスリム化を行い当連結会計年度より黒字体質への転換を図ってまいり

ます。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　該当事項はありません。

　

簡便な会計処理

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　該当事項はありません。

　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　  40,478千円※　有形固定資産の減価償却累計額　 　 38,392千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び全額は

　次のとおりであります。

　給与手当　　　　　　　　　　　　49,099千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 279,700千円

現金及び現金同等物 279,700千円
 

　

EDINET提出書類

株式会社デュオシステムズ(E05405)

四半期報告書

20/28



(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 38,011

　

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前連結会計年度末残高 730,070 1,334,198△1,862,943 201,325

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額

　資本準備金取崩額　※ △1,334,1981,334,198 ─

　四半期純損失 △123,529 △123,529

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ △1,334,1981,210,669△123,529

当第１四半期連結会計期間末残高 730,070 ─ △652,274 77,795

　

　※　平成20年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金の減少及び剰余金の処分決議に基づき、その

他資本剰余金へ振替、その他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を補填したものであります。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
業務・システム最適化
ソリューション事業

(千円)

医療関連支援
システム事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に
　　 対する売上高

47,887 94,890142,778 ― 142,778

 (2) セグメント間の内部
　　 売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 47,887 94,890142,778 ─ 142,778

営業損失 47,979 98,866146,845 46 146,892

(注)  事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

業務・システム最適化
ソリューション事業

業務・システム最適化コンサルティングサービス

医療関連支援システム事業
医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び
販売

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

(事業分離)

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む

事業分離の概要

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容

ブロードキャリア株式会社　医療事業(内容：医療機関向け電子カルテ及びオーダリングシステムの開発、販売)

(2) 事業分離を行った主な理由

連結子会社モイス研究所株式会社は経営資源の効率的な運用のため、医療事業部門をブロードキャ

リア株式会社に譲渡いたしました。

(3) 事業分離日

　平成20年６月30日

(4) 法的形式を含む事業分離の概要

　受取対価を現金とする事業譲渡

　

２．実施した会計処理の概要

(1) 移転損益の金額

　　29,310千円

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価格並びにその主な内訳

 固定資産　　123,219千円

　 資産合計    123,219千円

　　 負債合計　　　　─ 千円

　

３．四半期連結財務諸表に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

 売上高　　  30,660千円

   営業損失　　18,838千円
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

417.20円 2,812.64円

　

２　１株当たり四半期純損失

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 3,249.84円

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株引受権の残高がありますが、１株当たり四半　　　　　　

期純損失が計上されているため、記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 123,529

普通株式に係る四半期純損失(千円) 123,529

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 38,011

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─
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(重要な後発事象)

重要な子会社株式の譲渡

　当社は、平成20年８月６日開催の取締役会において、子会社であるモイス研究所株式会社の株式を譲

渡することを決議し、平成20年８月７日付で株式を譲渡いたしました。

（１）譲渡の理由

　当社の子会社化であるモイス研究所株式会社は、医療・薬局・福祉系支援システム製品の提供と運営

サポートを展開する事業主体ですが、平成20年１月期決算において多額の特別損失を計上するなど財

務体質が大幅に悪化しており、平成20年６月30日に医療部門を売却するなど、業績回復に向けた基盤を

構築してまいりました。

　このような背景の中、当社としましては子会社の再編を含めた経営資源の有効配分を検討してまいり

ましたが、業務・システム最適化事業とパッケージ開発・販売事業との間でシナジーが短期的に生ま

れることは困難であると判断いたしました。

　この度、株式会社アウルズメディックよりモイス研究所株式会社の全株式の購入依頼があり、当社と

いたしましても、株式会社アウルズメディックがモイス研究所株式会社の譲渡先として最適であると

判断して株式譲渡契約の締結に至りました。

（２）譲渡先の名称

　　　株式会社アウルズメディック

（３）譲渡年月日

　　　平成20年８月７日

（４）当該子会社の名称及び主な事業内容

　　　①名称　モイス研究所株式会社  

　　　②主な事業内容 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発および販売

（５）譲渡する株式の数、譲渡価格、譲渡損益及び譲渡後の持分比率

　　　①譲渡する株式の数　　3,954株

　　　②譲渡価格　　　　　　3,954円

　　　③譲渡益　　　　　  543百万円

　　　④譲渡後の持分比率　     －％
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月12日

株式会社デュオシステムズ

取　締　役　会　御中

　

監 査 法 人 和 宏 事 務 所

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　髙  木  快  雄　　　印

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　大　嶋    豊　　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社デュオシステムズの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計

期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デュオシステムズ及び連結子会社の

平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

追記情報

（１） 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結会計年度に引き続き、当第１四半期連結

会計期間においても営業損失及び当期純損失となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していな

い。

（２） 重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成20年８月６日開催の取締役会において、子

会社のモイス研究所株式会社の株式を譲渡することを決議し、平成20年８月７日付で全株式を譲渡し

ている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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